
 

 

 

 

 

 

詳しい情報はこちら→

応募資格

内  容

謝礼金

その他

ニセコ町に居住する満１８歳以上の方 

（高校生を除く。）

毎月１回（１０日頃）の価格調査、年１回程度の表示調査、 

年２回程度のアンケートへの回答など

月額２，０００円（予定）（令和７年度実績額と同額）

・本モニターは、北海道が運営するモニターです。 

・調査時の交通費の支給はありません。ご了承ください。

令和８年度 

北海道消費生活モニター 

大募集

（※  応募者多数の場合は選考の上、モニターの決定をさせていただきます。 

モニターとなられる方には、３月中旬頃を目途に各(総合)振興局環境生活課 

からご連絡いたします。） 

ニセコ町商工観光課 

電話番号 0136-56-8843 

メ ー ル kankou☆town.niseko.lg.jp 

※☆を＠に変換ください

応募先
（問い合わせ先）

北海道では、物価の安定を維持し、道民生活の安定と向上を図るため、 

消費生活モニターによる価格調査や状況調査等を行っています。

締切：３月６日（金）

消費生活モニター応募票に 

必要事項を記入の上、 

以下の応募先へご提出をお願いします。

応募方法


